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［別表２］
　総務部：大会全般の運営に係る総合調整、総合案内、苦情処理のほか、他の部に属しない業務を処理する。

班　　名 係　　　名 業　　務　　概　　要 摘　　　　要
１．総務班
　　
　　班　長
　　副班長

①総務係 大会全般に係る諸業務、総合調整、総
合案内、苦情処理、各部・各班との連
絡調整、情報収集に関すること。
拾得物、 遺失物、迷子の保護に関する
こと。
会場内の安全、防災状況の確認及び施
設管理者との連絡調整に関すること。

総合案内所、会場内外のア
ナウンス、
「苦情台帳」作成。
「拾得物・遺失物台帳」の
作成
「迷子台帳」の作成

②通訳・翻訳係 大会実施本部の運営に必要な通訳、翻
訳に関すること。

実施本部が必要とする通
訳、翻訳業務の対応。総合
案内所における英語、西語、
葡語の監修

③救護係 救護に関する業務及び連絡調整に関す
ること。

看護師配置
「救護台帳」の整備

④食糧係 大会本部の弁当、飲み物等の管理配布
に関すること。
その他食糧の管理に関すること。

各部、各班員への配布

⑤ボランティア係 ボランティアに関する総合調整。各部、
各班の業務に必要とされる一般・通訳
ボランティアの配置に関すること。

通訳及び大会補助に関する
配置調整

⑥交通輸送係 各駐車場との連絡調整に関すること。
各駐車場・シャトルバス発着所での案
内に関すること。
（那覇軍港）

会場への交通・輸送状況の
案内・確認、連絡調整

　接遇部：ＶＩＰに対する接遇及び開会式、閉会式等での受付、案内業務を処理する。
班　　名 係　　　名 業　　務　　概　　要 摘　　　　要

１．接遇班

　　班　長
　　副班長

①接遇係 ＶＩＰの湯茶接待等並びに招待者等の
ための湯茶接待に関すること。

ＶＩＰルームの準備・管理、
通訳ボランティア、湯茶接
待ボランティア配置

②表彰式係 功労者等表彰式に関すること。 参加者の受付・誘導、表彰
補助

③案内係 来賓等の誘導、会場案内に関すること。登壇案内（介助含む）
入り口からの誘導
通訳ボランテｲア配置

④接伴係 ＶＩＰの県内滞在中における視察、訪
問等の接伴に関すること。

部・課長クラス等で対応
国際交流員又は通訳ボラン
テｲア配置

２．受付班

　　班　長
　　副班長

①受付係 開・閉会式の受付けに関すること。 招待者、国内別の受付、
通訳ボランテｲア配置

②記念品係 記念品の配布に関すること。 記念品のセッティング、管
理、配布
一般ボランティア配置

３．式典案内班

　　班　長
　　副班長

①会場案内係 会場内の案内、誘導に関すること。 開会式、閉会式における受
付班との連携
通訳ボランテｲア、福祉ボ
ランティア配置

②誘導係（会場外） 会場外の整理。 開会式終了後に記念品の配
布

③会場連絡係 各部、各班との連絡調整に関すること。

　イベント部：イベント部門の管理・監督、総合調整、問い合わせ、苦情処理等に関する業務を処理する。
班　　名 係　　　名 業　　務　　概　　要 摘　　　　要

１．イベント班①

　　班　長
　　副班長

①前夜祭パレード係
②歓迎レセプション係
③開会式係
④閉会式係
⑤はいさいステージ係
⑥ワールドバザール係
⑦カルチャーワークショップ
　係
⑧国際親善ゲートボール大
会係
⑨エイサーEXPO係
⑩空手・古武道交流演武祭
係

左欄イベントに関する総括業務に関す
ること。問い合わせ、
苦情処理に関すること。各イベント会
場との連絡調整に関すること。

イベント、協議結果の取り
まとめ、広  報対応（広報
班）、遺失物、迷子の連絡、
弁当の受配

一般・通訳ボランテｲア配
置

看護師配置（適宜）

２．イベント班②

　　班　長
　　副班長

⑫ワールドウチナーシンポ
ジウム係
⑬県人会会長会議係
⑭移民資料展係
⑮しまくとぅば語やびら世
界大会係
⑯首里城祭係
⑰組踊×現代版組踊係
⑱我らが住むは五大州係
⑲琉球の風−琉球クリエイ
ティブと琉球舞踊係
⑳三線大演奏会係

左欄イベントに関する総括業務に関す
ること。問い合わせ、苦情処理に関す
ること。各イベント会場との連絡調整
に関すること。

イベント、協議結果の取り
まとめ、広 報対応（広報
班）、遺失物、迷子の連絡、
弁当の受配

一般・通訳ボランテｲア配
置

看護師配置（適宜）

　広報部：参加者、報道関係者等への広報、観光情報提供等、広報業務を処理する。
班　　名 係　　　名 業　　務　　概　　要 摘　　　　要

１．広報班

　　班　長
　　副班長

①広報係 報道機関との連絡調整及びプレス室の
管理に関すること。
その他大会広報一般業務に関するこ
と。

各部・各班からの情報集約、
イベント日程の変更、イベ
ント結果の報道
通訳ボランテイア配置

②マスコミ受付・管理・誘
導係

式典等会場におけるマスコミ取材エリ
アの管理、誘導に関すること。

会場内のマスコミ取材エリ
アの確認、誘導、管理。

③空港インフォメーション
係

空港内での大会参加者、報道関係者等
への大会広報、観光情報等、広報業務
に関すること。

大会全般についての情報提
供、日程の変更、観光情報
等提供
通訳ボランテイア配置
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第６回	世界のウチナーンチュ大会ボランティア募集要項

１．目　　的：第６回世界のウチナーンチュ大会の参加者を温かく迎えるとともに、イベントの成功を目指
してボランティアを募集します。

２．募集期間：平成28年７月11日(月) 〜平成28年９月23日(金)

３．募集人員：約500名

４．応募資格：（1）個人応募18歳以上の方で世界のウチナーンチュ大会とボランティア活動に関心・意欲の
ある方

（2）団体応募学校、サークル等単位による参加を希望する団体

５．活動期間：平成28年10月26日（水）〜平成28年10月30日（日）
及び内容　（大会期間中の各イベントにおける補助、受付、会場整理、イベントに関する説明・案内、

駐車場整理、シャトルバス運行管理などを予定しています）
※英語、スペイン語、ポルトガル語などの通訳が可能な方は、語学レベルを備考に記入して
下さい。配置の参考にさせていただきます。

６．活動場所：沖縄セルラースタジアム那覇及び周辺施設
※イベント開催状況により、他会場（沖縄コンベンションセンタ−など）に配置される場合
もあります。 活動場所や活動内容については、ご希望に添えない場合もありますのでご
了承下さい。

７．応募方法：所定の申込書を郵送、FAX、Eメールいずれかの方法で提出して下さい。

８．そ の 他：（1）大会当日は臨時駐車場（那覇軍港）をご利用できます。なお、臨時駐車場からシャトル
バスを運行しますのでこちらもご利用下さい。また、交通費として一律500円／日を支給。
作業が食事時間を挟む場合は、弁当を配布します。

（2）10月上旬に説明会を県庁内で開催する予定です。（具体的な活動内容、時間等はその際
ご説明いたします。）説明会では、交通費の支給はありませんが、県庁地下駐車場をご利
用できます。

９．お問い合わせ・申込み先
ボランティア募集担当：協同組合沖縄産業計画
大会ホームページ：http://wuf2016.com/jp/

　　

（趣　旨）
第１条　この要領は「第６回世界のウチナーンチュ大会」実行委員会（以下「実行委員会」という）に対す
る行催事の共催及び後援（以下「共催等」という）の申請の取扱いについて必要な事項を定めるものとす
る。

（用語の定義）
第２条　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定め　るところによる。
（1）共催　主催者と同等の地位に立ち、事業の実施にあたり協力することをいう。
（2）後援　事業の趣旨に賛同し、後援者として実行委員会名義の使用を認めることをいう。

（承認の審査及び決定）
第３条　実行委員会会長は、団体及び個人が主催する行催事について、当該団体及び個人から共催等の承認
申請があった場合には、行催事の主体、目的、内容、性格、実施態様等を総合的に審査し、共催等の承認
を行うものとする。

（承認申請の手続き）
第４条　共催等の承認の申請をしようとする者は、承認申請書（第１号様式）を行催事開催日の14日前まで
に実行委員会会長に提出しなければならない。

２　実行委員会会長は前項の承認をしたときは、当該申請書に対して承認書（第２号様式）を交付するもの
とする。

（共催等の名義）
第５条　行催事の共催等の名義は、「第６回世界のウチナーンチュ大会実行委員会」とする。

（共催等名義使用の取り消し）
第６条　実行委員会は第４条に定める承認の決定の後においても承認基準に反する事項が生じた場合は、共
催等の名義の使用を取り消すことができる。

（実施後における結果報告）
第７条　共催等名義の使用承認を受けた者は、行催事の終了後、速やかに実施報告書（第３号様式）に関係
資料を添付の上、実行委員会会長に提出しなければならない。

　　附　則
　この要領は、平成27年11月25日から施行する。

「第６回	世界のウチナーンチュ大会」に係る行催事の
共催及び後援に関する取扱要領



204 205

第６回世界のウチナーンチュ大会ＰＲ用著作物等の使用に関する規程

（趣　旨）
第１条　この規程は、第６回世界のウチナーンチュ大会（以下「大会」という。）の開催にあたり、第６回
世界のウチナーンチュ大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）が定める大会ＰＲ用著作物等（以
下「著作物等」という。）を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（定　義）
第２条　この規程において「著作物等」とは、次に掲げるものをいう。
　（1）別表に定めるもの
２　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（1）商品　販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものをいう。
（2）景品　商品の販売促進を目的とした製品及びそれに準ずるものをいう。
（3）広告　商品や事業等の情報を世間に広く宣伝するものをいう。

（著作物に関する権利及び権限）
第３条　著作物に関する権利は、実行委員会に帰属する。
２　著作物の使用については、実行委員会会長（以下「会長」という。）が使用許可権限を有し、自ら行使
する。

（使用承認申請等）
第４条　著作物等を使用する場合は、あらかじめ「第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等使用承認申請
書」（様式第１号）を会長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当
するときは、この限りでない。
（1）国及び地方公共団体が使用するとき。
（2）実行委員会に所属する団体及び機関が、大会の広報の目的で使用するとき。
（3）報道機関が大会の報道又は広報の目的で使用するとき。
（4）実行委員会が共催又は後援する事業を主催する者、実行委員会が連携イベントとして採用する事業を
主催する者、又は会長が特に大会との関連を認める事業を主催する者が広報の目的で使用するとき。

（5）その他会長が適当と認めたとき。
２　会長は、前条に規定する使用申請があったときは、その内容を審査し、必要な条件を付して著作物等使
用（変更）承認書（様式第２号）を交付し、著作物等の使用を承認するものとする。ただし、次の各号の
いずれかに該当するときはこの限りでない。
（1）大会の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれがあるとき。
（2）法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
（3）営利を目的として著作物等を使用した商品を販売する場合であって、その販売価格が他の類似の商品
等と比較して著しく適正さを欠くとき。

（4）その他会長が著作物等の使用について不適当と認めたとき。
３　著作物等の使用は、無償とする。

（使用上の遵守事項）
第５条　著作物等を使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。
（1）承認された使用項目のみに使用し、会長の指示する使用条件に従うこと。
（2）定められた色、形状、配色及び文言等に従って正しく使用すること。

（見本品の提出）
第６条　著作物等の使用承認を受けた者は、当該承認に係る商品・景品・広告を速やかに会長に提出しなけ
ればならない。ただし、提出困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。

（承認内容の変更）
第７条　著作物等の使用承認を受けた者が、著作物等使用承認書の承認内容について変更しようとするとき
は、あらかじめ、「第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等使用承認内容変更申請書」（様式第３号）を
会長に提出し、その承認を受けなければならない。

（承認の取り消し）
第８条　会長は、著作物の使用がこの規程又は承認内容に違反していると認められた場合は、当該承認を取
り消すことができる。

２　前項の承認の取り消しは、「第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等使用承認取消通知書」（様式第４
号）をもって通知する。

３　前２項の規定により承認を取り消された者は、承認取り消しの通知があった日以降、当該承認に係る物
件の使用、配布、掲示及び販売等をしてはならない。

（使用期間）
第９条　著作物の使用期間は、使用を承認した日から、平成２９年３月３１日までを限度とする。

（損失補償等の責任）
第１０条　実行委員会は、著作物の使用に係る損失補償等一切の責任は負わない。

　附　則

この規程は、平成２７年１２月２５日から施行する。
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別表（第２条関係）

①　会名称 第６回世界のウチナーンチュ大会

②　  会マスコットキャラ
クター名称

笠
かさ

　丸
まる

③　  大会マスコットキャ
ラクターデザイン

④　大会シンボルマーク

⑤　大会キャッチフレーズ ウチナーの　躍動・感動　世界へ響け！

様式第１号（第４条関係）
平成　　　年　　　月　　　日　

第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等使用承認申請書

第６回世界のウチナーンチュ大会
実行委員会会長　　殿

（申請者）　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　
名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印　

　第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等を下記のとおり使用したいので申請します。なお、使用承認書
の条件を遵守するものであり、使用条件等に違反した場合には、承認の取消を受けても異議ありません。ま
た当該案件に係る配布物の回収等の要求についても速やかに応じることを誓約します。

記

使 用 対 象 物 件

□　大会名称
□　大会マスコットキャラクター名称
□　大会マスコットキャラクターキャラクターデザイン
□　大会シンボルマーク
□　大会キャッチフレーズ

使 用 目 的

使 用 方 法

販 売・ 非 売 の 別 販売（予定販売価格　　　　　　　　　　円）　　／　　非売

使 用 期 間 平成　　　年　　　月　　　日　〜　平成　　　年　　　月　　　日

使 用 数 量

連 絡 先
（担当者氏名）
（電話番号）

※添付書類　　　・企画書（レイアウト、スケッチ、原稿等）
　　　　　　　　・申請者の略歴、現況等を示すもの
　　　　　　　　・その他参考となるもの
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様式第２号（第４条関係）
平成　　　年　　　月　　　日　

第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等使用（変更）承認書

団体名
　代表者　　　　　　　　　　　　あて

第６回世界のウチナーンチュ大会　
実行委員会会長　翁長　雄志　

　平成　　　年　　　月　　　日付けで申請のありました著作物等の使用（変更）については、下記の条件
を付して承認します。

記

１　承認内容
　（1）使用（変更）承認申請書の申請内容どおりに使用すること。
　（2）「第６回世界のウチナーンチュ大会ＰＲ用著作物等の使用に関する規程」を遵守すること。

２　承認番号

３　使用期間
　　平成　　　年　　　月　　　日　〜　平成　　　年　　　月　　　日

世　ウ　委　第　　　　　号

様式第３号（第７条関係）
平成　　　年　　　月　　　日

第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等使用承認内容変更申請書

第６回世界のウチナーンチュ大会
実行委員会会長　　殿

（申請者）　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　
名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印　

　平成　　　年　　　月　　　日付承認番号世ウ委第　　　号で承認を受けた内容について、下記のとおり
変更したいので申請します。

記

事　　　項 変　更　前 変　更　後

使 用 対 象 物 件

使 用 目 的

使 用 方 法

販 売・ 非 売 の 別

使 用 期 間
平成　　　年　　　月　　　日〜
平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日〜
平成　　　年　　　月　　　日

使 用 数 量

連 絡 先

※添付書類　　　・変更後の企画書（レイアウト、スケッチ、原稿等）
　　　　　　　　・その他参考となるもの
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平成　　　年　　　月　　　日　

第６回世界のウチナーンチュ大会著作物等使用承認取消通知書

団体名
　代表者　　　　　　　　　　　　あて

第６回世界のウチナーンチュ大会　
実行委員会会長　翁長　雄志　

　平成　　　年　　　月　　　日付承認番号世ウ委第　　　号で承認した著作物等に使用については、下記
の理由により取り消します。
　当該承認に係わる物件の使用、配布、掲示及び販売等を中止して下さい。又、既に配布、販売済の物件に
ついては、この通知を受け取った者の責任において、すみやかに回収を行って下さい。

記

　理由

第６回世界のウチナーンチュ大会報告書

2017年３月発行

編集・制作　　第６回世界のウチナーンチュ大会実行委員会事務局
発　　　行　　第６回世界のウチナーンチュ大会実行委員会　　　
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